
   飯山市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、飯山市下水道用マンホール蓋の表面デザイン（以下「デザイン」

という。）を使用する際の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、デザインの

適正な活用を図り、もって本市の下水道に対する市民等の理解と関心を高め、及びイ

メージの向上に寄与することを目的とする。 

 （デザイン） 

第２条 デザインは、別図のとおりとする。 

 （デザインの使用） 

第３条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければなら

ない。この場合において、市長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当する

ときは、承認をしないものとする。 

 ⑴ 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。 

 ⑵ 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。 

 ⑶ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。 

 ⑷ 特定の個人、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤解を与え、又は

与えるおそれがあるとき。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

 （承認の申請） 

第４条 前条の承認を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、飯山市下水道

用マンホール蓋の表面デザイン使用承認申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、

市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の限りでない。 

 ⑴ 市が主体となって実施するイベント、事業等で使用するとき。 

 ⑵ 国及び地方自治体が広報の目的で使用するとき。 

 ⑶ 市内に存する学校（学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校

をいう。）が教育目的で使用するとき。 

 ⑷ 新聞、テレビ、雑誌等の関係機関が報道又は広報の目的で使用するとき。  

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、飯山市下水道

用マンホール蓋の表面デザイン使用承認書（様式第２号）又は飯山市下水道用マンホ

ール蓋の表面デザイン使用不承認書（様式第３号）により申請者に通知するものとす

る。 

３ 市長は、承認に際し必要な条件を付すことができる。 

 （遵守事項） 

第５条 承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、デザインの使用について、次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 承認を受けた使用目的及び使用方法以外に使用しないこと。 

 ⑵ 定められた形等を正しく使用し、デザインの改変をしないこと。 

 （承認内容の変更） 

第６条 使用者は、承認を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ飯

山市下水道用マンホール蓋の表面デザイン使用承認変更申請書（様式第４号）を市長

に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 第４条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による申請について準用する。 

 （使用の報告） 



第７条 使用者は、デザインを使用して製作物を作成したときは、速やかに、飯山市下

水道用マンホール蓋の表面デザイン使用実績報告書（様式第５号）及び製作物の完成

品を１部提出しなければならない。ただし、製作物の提出が困難であるときは、その

形状の分かる写真の提出をもって、製作物の提出に代えることができる。 

 （使用料） 

第８条 デザインの使用料は、無料とする。 

 （違反等に対する取扱い） 

第９条 市長は、使用者が、この要綱及び使用承認条件に違反したときは、その使用の

差止めの請求、必要な指示等（以下「請求等」という。）をすることができる。 

２ 市長は、使用者が、この要綱及び使用承認条件に違反したとき、又は偽りその他不

正な手段により承認を受けたときは、その承認を取り消すことができる。 

３ 市長は、前２項の規定による請求等又は承認の取消しを受けた者に対して、製作物

の回収を求めることができる。 

 （第三者に対する承認） 

第 10 条 市長は、使用者に係る製作物と同一又は類似の物品等について、使用者以外

の者から飯山市下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認申請書の提出があったと

きは、その承認をすることができる。この場合において、使用者は、市長に対して、

その承認について異議を申し立てることはできない。 

 （権利設定の禁止） 

第 11条 使用者は、デザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、

又は登録してはならない。 

２ この要綱による承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザイン

を利用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者や製作物について本市が推奨

するものではない。 

 （責任の制限） 

第 12条 市は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わない。 

 ⑴ 第９条の規定による請求等、承認の取消し及び製作物の回収並びにデザインの使

用に関し使用者に生じた損害又は損失 

 ⑵ 使用者が、デザインの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失 

 （その他） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

  



（別図）（第２条関係） 

 
① 公共下水道飯山処理区（童たちの一本杖スキー） 

 

   
② 公共下水道木島処理区（中央橋とユキツバキ） 

 

   
③ 特環公共下水道戸狩処理区（戸狩ミミズク） 

 



 
④ 特環公共下水道戸狩処理区（外様の黒岩山とギフチョウ、スキーと雪の結晶） 

 

  
⑤ 特環公共下水道斑尾処理区（斑尾高原のウサギとミズバショウ） 

 

    
⑥ 農業集落排水（飯山市章と幾何学模様） 

  


